
 
令和 4年度島田産業まつり出展者募集要項 

 

島田産業まつりは、島田市で生産される工業製品、地場産品、農産物の展示・販売・ＰＲを通じて、地域産業を紹

介し、市内の産業振興を図る目的で、昭和 58年から開催し、本年で 38回目の開催となる歴史あるイベントです。 

【出展に関する注意点】 

 ①島田市火災予防条例の改正に伴い、火気を使用する出店者は、消火器（業務用４号以上）を設置下さい。 

 ②事故発生時の迅速な対応を行うために、出店情報を島田消防署及び静岡県中部保健所に提供します。 

 ③電気使用料について回路数（１回路 1,500ワット）に応じた料金をいただきます。 

 ④出展申込は、記入例を参考にご記入下さい。 

 ⑤新型コロナウイルス感染拡大に伴い、静岡県に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令された場合や、

病床使用率が県の基準を超える場合など、産業まつり中止の判断は、１か月前に実行委員長が島田市と協議

し決定します。 

 

１．開催概要 

  （１）日時：令和 4年 11月 12日（土）午前９:30～午後３:00 

            11月 13日（日）午前９:30～午後３:00 

            ※交通規制時間（両日）午前 8:30～午後 4:00 

  （２）会場：島田市本通３～４丁目及びおび通り 

  （３）主催：島田産業まつり実行委員会 

２．出展資格 

  （１）島田市内に事業所、店舗等を置く企業、組合、団体及び個人事業者 

（２）静岡県暴力団排除条例並びに島田市暴力団排除条例に基づき、暴力団構成員並びに暴力団準構成員が運

営、もしくは販売者として従事させる場合の応募は受け付けられません。 

  （３）この募集要項に定める各規定を順守することができる方。 

３．出展条件 

  （１）原則として、11月 12日（土）・13日（日）の両日出展できること。 

（２）１申込者につき１テントを準備します。本年度の出展件数としては、約 75件を予定しています。申込者

多数の場合は、抽選により出展者を決定します。 

  （３）テントは、間口３．６㍍、奥行２．７㍍となります。 

  （４）実行委員会が指定した会場内のテント（場所）に出展を行うこと。 

  （５）テント以外の備品については、申込者で各自準備すること。 

４．出展料等（協賛企業は除く） 

  （１）基本料金  物販・飲食           12,000円（税込）  

PR（販売を行わない場合）    6,000円（税込） 

  （２）オプション 電気使用料  １回路につき   6,000円（税込） 

   



   
（３）その他 

出展料は、開催期間の全日程の出店を対象としています。一日のみの出展であっても出展料等の返金

は行いません。また、雨天等により中止になった際も出展料等の返金は行いません。 

５．申込方法 

出展を希望される方は、募集要項及び注意事項をよく読み、必要書類をご記入の上、申込先へ直接または郵送

でお申し込み下さい。（FAXでの提出は受付できません） 

関係官庁に申込情報を提出しますので、申込期限をお守り下さい。 

   （１）申込先 

       〒427-0029 島田市日之出町 4-1 島田商工会議所 

   （２）申込期限 

       令和 4年 8月 31日（水）午後５：00まで 

   （３）提出書類 

ⅰ．出店申込書（現場責任者の名前でご記入・捺印、本人確認書類添付） 

ⅱ．誓約書 

 ⅲ．露天営業許可証（静岡県中部保健所発行）の写し（飲食物を販売する場合） 

６．飲食物等の販売について 

飲食物等を販売される方は関係官庁の許可を得ていることが条件です。許可を得ていない場合は出展できま

せん。 

（１）飲食物の販売について 

飲食物の販売は静岡県中部保健所が発行する「露天営業許可証」が必要になります。飲食物を販売さ

れる方は、「露天営業許可証」の写しを申込時にご提出下さい。 

  （２）酒類の販売について 

      酒類の販売を行うためには、島田税務署長の許可を受ける必要があります。 

７．火気使用・電気使用・水道使用・駐車場について 

  （１）火気・電気・水道の使用について 

火気・電気・水道を使用される方は、申請書にご記入下さい。 

      また、火気及び電気を使用される方は、使用する機器（器具）についてもご記入下さい。 

      なお、電気を使用される方は、1回路（1,500ワット）を超える場合、回路数に応じた料金が加算され

ます。 

  （２）駐車場について 

      駐車場を希望される方については、１申込者につき１台分の準備を予定しています。 

      ＊場所は、中央小公園西駐車場等を予定しています。 

８．火気等の取り扱いについて 

出展にあたり、火気器具等（気体燃料、液体燃料、固体燃料及び電気を熱源とする器具等）を使用する場合は、

必ず消火器（業務用かつ４号以上の消火器）を出店スペース内に設置下さい。 

開催日までにご準備いただけない出展者については、出展をお断りします。 

※建物内に設置されている消火器及び家庭用の消火器の持ち込みはおやめ下さい。 



   
９．出展者説明会について 

   出展の可否については、９月下旬頃、書面にて連絡します。 

  （１）出展者説明会について 

出展が決定した方は、出展者説明会を開催しますので、必ずご出席下さい。説明会の詳細については、

出展決定の通知をご確認下さい。 

日時：令和 4年 10月中旬開催予定 

内容：①出展場所について 

   ②出展に関する注意事項等 他 

  （２）出展料の納付について 

出展が決定した方には、出展決定の通知に請求書を同封します。 

令和 4年 10月 7日（金）までに、振込(振込手数料は出展者様のご負担になります)で納付下さい。 

＊納付方法は振込のみになります。 

１０．その他 

（１）出展団体の現場責任者が必ず、当日従事し常駐するようにして下さい。 

（２）当日責任者に、団体の構成員でないものを指定する等「名義貸し」行為をしないで下さい。 

（３）出展内容が申込内容と著しく異なる場合、公序良俗に反する場合、その他主催者が適切でないと認めた

場合は、開催期間中であっても出展を停止する場合があります。 

（４）商品や備品については各自が責任を持って管理して下さい。（備品等の盗難、破損など主催者では責任

を負えません。 

（５）出展団体が会場で販売・提供したサービス、商品等に関する、苦情・トラブル等は出展団体の責任で解

決して下さい。また、食中毒や調理過程、サービス提供中に来場者に対しけがを負わせるなどの事故が

発生した場合、実行委員会では一切責任を負いかねます。 

（６）実行委員会は、まつり開催中または終了後に出展団体が販売・提供したサービス、商品等に関する苦情

等の連絡を受けた時は、出展申込書に記載された範囲で、当該団体の連絡先を、商品・サービスに関す

る責任者として相手方に提供する事があります。 

（７）出展申込書の写し、静岡県暴力団排除条例並びに島田市暴力団排除条例に基づく誓約書の写しについて

は、島田産業まつり実行委員会から暴力団ならびに関係者が関与する団体を排除する目的で、島田警察

署に提供しますのでご承知おき下さい。 

（８）火気器具等を取り扱う出展者については、島田消防署に誓約書の写しを提供しますので、ご承知おき下

さい。 

（９）申込書に記載された内容及び露店営業許可証の写しを中部保健所に提供しますので、ご承知おき下さ

い。 

（10）その他、関係各所に出展者名簿を提供しますので、ご承知おき下さい。 

 

 

 

 



   
注意事項 

出展にあたっては、次の事項に注意して下さい。 

（１）出展内容、活動について実行委員会、警察、保健所、消防署から指示があった場合これに従うこと。 

（２）実行委員会への申込と異なる品物・サービスを扱わないこと。 

（３）静岡県暴力団排除条例並びに島田市暴力団排除条例に基づく誓約書の記載事項に違反しないこと。 

（４）島田市火災予防条例に違反しないこと。 

（５）出展に、必要な安全対策・衛生対策を行うこと。 

（６）発電機の持ち込み等は、スペース、騒音の問題等で他の出展者、来場者、周辺住民の迷惑となりますので、禁

止させていただきます。 

（７）水道を使用される方は、会場内の専用の水道をご使用下さい。また、給水場所での洗い物は禁止させていただ

きます。 

（８）出展区画外での販売、活動（呼び込み等）、チラシ等配布、展示、商品陳列を行わないこと。 

（９）搬入・搬出に関する規定、時間を守ること。 

（10）まつり終了後は、出展区画のゴミ拾い等を行うこと。 

（11）使い終わり又は余った燃料、食材、調味料、氷等を不法投棄しないこと。 

（12）自団体のゴミは持ち帰ること。 

（13）出展申込書における虚偽記載等を行わないこと。 

（14）各自の備品・商品について責任を持って管理すること。 

 

【お問合せ・申し込み】 

 〒427-0029 島田市日之出町 4-1 島田商工会議所 池谷 

       TEL：0547-37-7155 FAX：0547-37-5250（申込書等の応募は、FAX不可） 


